
大分市スポーツ少年団振興補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市を代表してスポーツ大会に参加する者に対して交付する大

分市スポーツ少年団振興補助金（以下「補助金」という。）に関し、大分市補助金等

交付規則（昭和４９年大分市規則第５６号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（補助対象大会） 

第２条 補助金の交付の対象となる大会（以下「補助対象大会」という。）は、県大会、

九州大会等の予選会を経て出場する大会又は競技団体等から推薦を受けて出場す

る大会であって、次のいずれかに該当するもの（市内で開催されるものを除く。）と

する。 

⑴ 九州規模以上の大会 

⑵ その他市長が適当と認める大会 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象大会に参加する補助金の交付の対

象となる者は、補助対象大会に参加する本市の登録を受けた大分市スポーツ少年団

（以下「スポーツ少年団」という。）の団員及び次のいずれかに該当する団体とす

る。 

⑴ スポーツ少年団 

⑵ スポーツ少年団の団員を含む団体 

⑶ その他市長が補助金を交付することが適当であると認める団体  

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対



象大会に参加する者（大会の要項等に基づく登録選手（監督、コーチ等の指導者を

含む。）であって、市内に居住するスポーツ少年団の団員及び指導者に限る。）その

他市長が適当と認める者（以下「参加者」という。）が大会への参加（以下「遠征」

という。）に要する旅費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、他の団体、大会の主催者等から遠征に係る旅費として

金銭の支給を受ける場合は、遠征に要する旅費の合計額から当該金銭に相当する額

を減じて得た額を補助対象経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、別表に掲げる大会の開催地

域の欄の区分に応じ、同表１人当たりの限度額の欄の区分に定める額を上限とする。 

２ 補助金は、予算の範囲内で交付する。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大分市スポ

ーツ少年団振興補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長

が定める期日までに、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 遠征計画書 

 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ 大会要項 

 ⑷ 大会参加者名簿 

 ⑸ 予選会の結果を記載した書類等 

 ⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、同一の参加者について一の年度につき１回まで補助の

対象として行うことができるものとする。 



 （交付の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、大分市スポーツ少年団振興補助金交付決定通知書（様

式第２号）により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要

な条件を付すことができる。 

（変更の申請等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号

のいずれかに該当するときは、大分市スポーツ少年団振興補助金遠征計画変更申請

書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、参

加者の人数の減少に係る変更及び遠征の出発後の変更についてはこの限りでない。 

 ⑴ 遠征に要する予算を変更しようとするとき。 

 ⑵ 遠征に係る計画の内容を変更しようとするとき。 

 ⑶ 遠征を中止しようとするとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当である

と認めたときは、その変更を承認し、大分市スポーツ少年団振興補助金遠征計画変

更承認通知書（様式第３号の２）により、補助事業者に通知するものとする。この

場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、遠征が終了したときは、速やかに大分市スポーツ少年団振興

補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ⑴ 収支決算書 

 ⑵ 領収書等の写し 



 ⑶ 大会の結果を記載した書類等 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大分市スポーツ少年団振

興補助金額確定通知書（様式第５号）により、当該報告を行った補助事業者に通知

するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当

該取り消した部分について、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ず

るものとする。 

 ⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

 ⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 ⑶ 法令又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき。 

 ⑷ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（補助金の交付） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大分市スポーツ

少年団振興補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

   附 則 



 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の大分市スポーツ少年団振興補助金交付要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後の申請に係る大分市スポーツ少年団振興補助金について適

用し、同日前の申請に係る大分市スポーツ少年団振興補助金については、なお従前

の例による。 

３ この要綱の施行の際改正前の大分市スポーツ少年団振興補助金交付要綱に規定

する様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の大分市スポーツ少年団振興補助金交付要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補

助金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際改正前の大分市スポーツ少年団振興補助金交付要綱に規定

する様式の用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。  



 

別表（第 5条関係） 

 

大会の開催地域 

1 人当たりの限度額 

小学生 中学生以上 

九州・中国 ５，０００円 ７，０００円 

四国・近畿・北陸 ７，０００円 ９，０００円 

沖縄・中部・関東 １４，０００円 １６，０００円 

東北・北海道 １９，０００円 ２１，０００円 

 


